
※上記事例は、JIS X 8341-3への対応状況のうち、主要なものの例示である。 

 

 
各府省は、障害者基本法及び電子政府推進計画に基づき、ホームページの企画、設計、開発、制作、検証、保守及び

運用までの各段階において、日本工業規格（JIS X 8341-3）の必須項目から優先的にバリアフリー化を進めるなど、ホ

ームページのバリアフリー化にしっかり対応する必要がある。 

 

 
「ホームページのバリアフリー化の推進に関する調査」の結果に基づく 

 勧告に対する改善措置状況（２回目のフォローアップ）の概要（ポイント） 
 

 
 

１ 調査概要 

インターネット利用者数の増加に伴い、国の行政機関のホームページの利用数（アクセス数）も増加しており、行政機

関による情報提供の手段の一つとして、ホームページの果たす役割も拡大 

高齢者・障がい者等にとってもホームページは重要な情報収集手段の一つとなっているが、各府省のホームページの中

には、その制作に当たり高齢者・障がい者等への配慮が不十分との意見あり 

このような状況を踏まえ、各府省におけるホームページのバリアフリー化の推進体制及び対応状況を調査し、各府省の

本府省、外局等33機関に対して、バリアフリーに対応したホームページの制作を勧告 

今回、この勧告に対し、各府省がどのような改善措置を講じたか、その結果を公表するもの 

 

２ 主な勧告事項及び各府省が講じた改善措置状況 

 

 

 

 

 

 

(1) ホームページの企画・制作等の各段階におけるバリアフリー化への配慮状況 

 

調査 33 機関のうち、25 機関において、ホームページの

バリアフリー化への配慮が不十分なものあり 

① ホームページ制作業者に JIS X 8341-3への対応を求め

ていない 

② チェックツール等で確認・検証を行っていない 等 

  

25機関全てにおいて、バリアフリー化への配慮について改

善措置済み又は今後改善措置予定 

① 未対応 11機関のうち、ホームページ作成の発注の機会が

あったものなど９機関が改善済み 

② 未対応 17機関のうち、コンテンツの追加・更新の機会が

あったものなど12機関が改善済み 

 

 (2) 各府省のホームページのJIS X 8341-3への対応状況の概要 

 

ア 色のみに依存しないウェブコンテンツの作成 

 

○ 色のみに依存した情報提供を行っているため、色覚

障がい者等が理解しにくいものあり 

  

○ 指摘した10機関のウェブページ18ページ全て（100％）

が、色以外による情報提供を行うなどの改善措置を実施 

イ リンク画像に対する代替テキストを適切に設定したウェブコンテンツの作成 

 

○ 音声読み上げソフトが認識できるように見出しが

設定されていないため、効率的に読み上げられない

ものあり 

  

○ 指摘した 29機関 331ページのうち、28機関 304ページ

（92％）に見出しを設定するなど、音声読み上げソフトが

認識できるよう改善措置を実施 

 

ウ 単語の途中に空白又は改行を挿入しないウェブコンテンツの作成 

 

○ 単語又は文書の途中に空白（スペース）が挿入され

ているため、音声読み上げソフトで正しく読み上げ

られないものあり 

  

○ 指摘した 22 機関 66 ページのうち、20 機関 59 ページ

(89％)に音声読み上げソフトで正しく読み上げられるよう

改善措置を実施。残る７ページについても、今後改善予定 

 

 

平成 25 年１月 25 日 
総務省行政評価局 

【１回目の回答日】：平成23年３月31日から５月20日 
【２回目の回答日】：平成24年12月19日から28日 

【勧告先】全府省 
【勧告日】平成22年６月29日 

主な指摘事項 

 
回答 

 

回答 

 

回答 

 

回答 

 

主な指摘事項 

 

主な指摘事項 

 

主な指摘事項 

 

勧告事項 

JIS X 8341-3の必須項目の１つ以上に対応していないもの1,329ページのうち、1,056ページ（79％）に改善措置を実施済み

 



 

ホームページのバリアフリー化の推進に関する調査の結果

に基づく勧告に対する改善措置状況（回答）の概要 
 

【調査の実施時期等】 

 １ 実 施 時 期  平成 21年８月から 22年６月 

 ２ 調査対象機関  全府省（16 府省）の本府省及び外局 34機関（電子政府の総合窓口（e-Gov
イ ー ガ ブ

）を管理・運営する総務省行政管理局を含む。） 

【勧告日及び勧告先】 平成 22 年６月 29日 全府省（16府省）に対し勧告 

【 回 答 年 月 日 】  内閣府 平成23年４月22日、宮内庁 23年４月12日、公正取引委員会  23年４月15日、国家公安委員会 （警察庁）  23年４月12日、金融

庁 23年４月19日、総務省 23年４月27日、法務省 23年４月28日、外務省 23年４月25日、財務省 23年４月13日、文部科学省 23年３月31

日、厚生労働省 23年４月15日、農林水産省 23年５月12日、経済産業省 23年４月28日、国土交通省 23年５月20日、環境省 23年５月11

日、防衛省 23年４月12日 

内閣府 平成24年12月25日、宮内庁 24年12月28日、公正取引委員会  24年12月20日、国家公安委員会 （警察庁）  24年12月26日、金

融庁 24年12月26日、総務省 24年12月27日、法務省 24年12月26日、外務省 24年12月28日、財務省 24年12月27日、文部科学省 24

年12月19日、厚生労働省 24年12月28日、農林水産省 24年12月25日、経済産業省 24年12月21日、国土交通省 24年12月27日、環境省 

24年12月25日、防衛省 24年12月25日 

〔調査の背景事情等〕 

○ 全ての人々にとって、ホームページは重要な情報収集手段の一つ 

障がい者のパソコン利用に関する支援技術の発達により、例えば、視覚障がい者も音声読み上げソフトや点字ディスプレイを活用してホームペ

ージを利用 

高齢者（視力低下等）や視覚障がい者（画面を見られないなど）、身体障がい者（マウスが使えないなど）に配慮したホームページの制作が必要 

○ 「電子政府推進計画」において、各府省は日本工業規格のウェブコンテンツに関する「高齢者・障害者等配慮設計指針」(JIS X 8341-3)を踏ま

え、全ての人々にとって利用しやすく、分かりやすい情報の電子的提供に努めることとされた 

○ この調査は、各府省の高齢者や障がい者等に配慮したホームページの制作状況を調査 

○ 調査の結果、①音声読み上げソフトを利用する視覚障がい者・高齢者が利用できないもの、②マウスを使えない身体障がい者等では利用できな

いもの、③色のみに依存した情報提供を行っており、色覚障がい者等が理解しにくいものなど高齢者・障がい者等に配慮していないウェブページ

がみられた 

○ 調査結果を踏まえ、平成 22 年６月 29日、各府省にバリアフリーに対応したホームページの制作を勧告 

○ 勧告後の平成 22 年８月 20日、「高齢者・障害者等配慮設計指針」が新しい規格に改訂 

(注) 上記の調査対象 34 機関のうち社会保険庁については、平成 22 年１月１日に日本年金機構の設立に伴い廃止されたことを踏まえ、今回の改善

措置状況の取りまとめに当たっては、除いている。  

【その後の改善措置 
状況回答年月日】 
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勧告事項 各府省が講じた改善措置状況 

【勧告】 

各府省は、障害者基本法及び電子政府推進計画に基づき、ホームペ

ージの企画、設計、開発、制作、検証、保守及び運用までの各段階に

おいて、日本工業規格（JIS X 8341-3）の必須項目から優先的にバリ

アフリー化を進めるなど、ホームページのバリアフリー化にしっかり

対応する必要がある。 

（説明） 

【制度の概要】 

障害者基本法（昭和 45年法律第 84号）第 19 条第２項において、国

及び地方公共団体は、行政の情報化及び公共分野における情報通信技術

の活用の推進に当たっては、障がい者の利用の便宜が図られるよう特に

配慮しなければならないとされている。 

国の行政機関のホームページについては、「電子政府推進計画」（平成

18 年８月 31 日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定。20 年 12

月 25日一部改定。（注釈１））において、各府省は、ウェブコンテンツ（掲

載情報）に関する日本工業規格（JIS X 8341-3）を踏まえた高齢者・障

がい者等に配慮したホームページの作成等を進め、全ての人々にとって

利用しやすく、分かりやすい行政情報の電子的提供について努めること

とされている。 

 

【調査結果】 

当局の職員が、チェックツール、音声読み上げソフト等により、各府

省の本省及び外局のホームページから 1,470ページを抽出し、以下の調

査事項により調査 

① ホームページの企画、制作、検証、保守及び運用（以下「企画・制

 

 →：「回答」時に確認した改善措置状況 
⇒：「その後の改善措置状況に係る回答」時に確認した改善措置状況、 

 また、下線は、新たに改善措置を講じた機関  
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勧告事項 各府省が講じた改善措置状況 

作等」という。）の各段階におけるバリアフリー化への配慮状況 

② 各府省のホームページの JIS X 8341-3:2004（注釈２）（必須 18 項

目、推奨 21項目（注釈３））への対応状況 

 

１ ホームページの企画・制作等の各段階におけるバリアフリー化への配

慮状況 

調査した 33機関のうち 25 機関（76％）において、企画・制作等の各

段階のいずれかで、ホームページのバリアフリー化への配慮が不十分 

 

 

 

→ 25機関全てにおいて、ホームページの企画・制作等の各段階におけるバリア

フリー化への配慮について改善措置済み又は今後改善措置予定 

 

① ホームページのバリアフリー化に関する方針等を定めていないも

の（消防庁、法務省、公安調査庁、観光庁の４機関） 

 

→ ４機関全てにおいて、ホームページのバリアフリー化に関する方針を新たに

策定するなどして、ホームページの作成等に携わる職員や事業者に周知 

 

(⇒措置済み) 

 

② ホームページの作成等を発注する際の仕様書等において、ホームペ

ージ制作業者に JIS X 8341-3:2004への対応を求めていないもの（消

防庁、法務省、公安調査庁、文化庁、資源エネルギー庁、特許庁、中

小企業庁、国土交通省、運輸安全委員会、観光庁、海上保安庁の 11

機関） 

 

→ 11機関全てにおいて、ホームページの作成等を発注する際の仕様書等におい

て JIS X 8341-3への対応を求めることとしており、そのうち、４機関（消防庁、

法務省、公安調査庁、文化庁、観光庁）では、既に改善措置を実施 

 

⇒ 11機関全てにおいて、ホームページの作成等を発注する際の仕様書等におい

て JIS X 8341-3への対応を求めることとしており、そのうち、発注の機会のあ

ったものなど９機関（消防庁、法務省、公安調査庁、文化庁、特許庁、国土交

通省 、運輸安全委員会 、観光庁、海上保安庁 ）では、既に改善措置を実施。

残る２機関（資源エネルギー庁、中小企業庁）については､今後ホームページの

作成等を発注する際に対応を予定 

 

③ ウェブコンテンツの追加・更新の際にチェックツール等で JIS X → 17機関全てにおいて、ウェブコンテンツの追加・更新の際にチェックツール
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勧告事項 各府省が講じた改善措置状況 

8341-3:2004に対応しているか否かを確認していないもの（宮内庁、

公正取引委員会、国家公安委員会、警察庁、金融庁、消防庁、e-Gov、

法務省、公安調査庁、外務省、財務省、資源エネルギー庁、特許庁、

中小企業庁、観光庁、気象庁、海上保安庁の 17機関） 

 

等で JIS X 8341-3に対応しているか否かを確認することとしており、そのうち、

８機関（宮内庁、国家公安委員会、警察庁、消防庁、法務省、公安調査庁、外

務省、観光庁）では、既に改善措置を実施 

 

⇒ 17機関全てにおいて、ウェブコンテンツの追加・更新の際にチェックツール

等で JIS X 8341-3 に対応しているか否かを確認することとしており、そのうち、

ウェブコンテンツの追加・更新の機会のあったものなど 12機関（宮内庁、国家

公安委員会、警察庁、金融庁、消防庁、e-Gov、法務省、公安調査庁、外務省、

財務省 、特許庁 、観光庁）では、既に改善措置を実施｡残る５機関（公正取引

委員会、資源エネルギー庁、中小企業庁、気象庁、海上保安庁）については、

今後ウェブコンテンツの追加・更新の際に確認する予定 

 

④ ホームページの制作時又はリニューアル時にウェブコンテンツが

JIS X 8341-3:2004 に対応しているか否かを検証していないもの及び

検証していても不十分なもの（内閣府、金融庁、消防庁、e-Gov、法

務省、公安調査庁、財務省、文部科学省、文化庁、厚生労働省、中央

労働委員会、資源エネルギー庁、特許庁、中小企業庁、国土交通省、

運輸安全委員会、観光庁、気象庁、海上保安庁、環境省の 20機関） 

 

→ 20機関全てにおいて、ホームページの制作時又はリニューアル時にウェブコ

ンテンツが JIS X 8341-3に対応しているか否かを検証することとしており、そ

のうち、７機関（内閣府、消防庁、法務省、公安調査庁、財務省、厚生労働省、

観光庁）では、既に改善措置を実施 

 

⇒ 20機関全てにおいて、ホームページの制作時又はリニューアル時にウェブコ

ンテンツが JIS X 8341-3に対応しているか否かを検証することとしており、そ

のうち、ホームページの制作又はリニューアルの機会のあったものなど 12機関

（内閣府、消防庁、e-Gov、法務省、公安調査庁、財務省、文部科学省 、厚生

労働省、特許庁 、国土交通省 、運輸安全委員会 、観光庁）では、既に改善措

置を実施。残る８機関（金融庁、文化庁、中央労働委員会、資源エネルギー庁、

中小企業庁、気象庁、海上保安庁、環境省）については､今後ホームページの制

作時又はリニューアル時に検証する予定 
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勧告事項 各府省が講じた改善措置状況 

⑤ 電子メール又は問い合わせフォームの設置がない又は設置場所が

分かりにくいもの（金融庁、消防庁、中央労働委員会、国土交通省、

海上保安庁の５機関） 

 

 

→ ５機関全てにおいて、問い合わせフォームの設置、音声読み上げソフト等で

認識できるよう電子メールアドレスの表示方法を改善するなどの措置を講ずる

こととしており、そのうち、３機関（金融庁、国土交通省、海上保安庁）では、

既に改善措置を実施 

 

⇒ ５機関全てにおいて、問い合わせフォームの設置、音声読み上げソフト等で

認識できるよう電子メールアドレスの表示方法を改善するなどの改善措置を実

施 

 

２ 各府省のホームページの JIS X 8341-3:2004への対応状況 

調査した 33機関のウェブページ 1,470 ページ（注釈４）のうち、JIS X 

8341-3:2004の必須項目の１つ以上に対応していないものが 1,329ペー

ジ（90％）あり。主な例は、以下のとおり 

 

 

→ JIS X 8341-3:2004 の必須項目の１つ以上に対応していなかったウェブペー

ジ 1,329 ページのうち、指摘事項の全てが改善されているものが 32機関の 743

ページ（56％） 

 

⇒ JIS X 8341-3:2004 の必須項目の１つ以上に対応していなかったウェブペー

ジ1,329ページのうち、指摘事項の全てが改善されているものが33機関の1,056

ページ（79％） 

 

① 色のみに依存した情報提供を行っているため、色覚障がい者等が理

解しにくいもの 10機関 18 ページ（調査したウェブページの１％） 

 

→ 指摘したウェブページ 18ページのうち、８機関（公害等調整委員会、消防庁、

法務省、文部科学省、農林水産省、観光庁、海上保安庁、防衛省）の 10ページ

（56％）が改善措置済み（別紙「各府省のホームページの JIS X 8341-3:2004

への対応例」改善事例１参照）。残る２機関の８ページ（44％）は、今後改善措

置予定又は改善を検討中 

 

⇒ 指摘した 10機関（公害等調整委員会、消防庁、法務省、文部科学省、農林水

産省、国土交通省 、観光庁、気象庁 、海上保安庁、防衛省）のウェブページ
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勧告事項 各府省が講じた改善措置状況 

18ページの全てが改善措置済み 

 

② ウェブコンテンツがキーボードのみでは操作又は利用できないも

の 13機関 99ページ（同７％） 

 

→ 指摘したウェブページ 99ページのうち、９機関（内閣府、警察庁、公害等調

整委員会、外務省、財務省、林野庁、気象庁、海上保安庁、環境省）の 87ペー

ジ（88％）が改善措置済み（別紙改善事例２及び３参照）。残る５機関の 12 ペ

ージ（12％）は、今後改善措置予定又は改善を検討中（１機関については、改

善措置済みと改善措置予定の双方のページがある。） 

 

⇒ 指摘したウェブページ 99 ページのうち、12 機関（内閣府、警察庁、公害等

調整委員会、消防庁 、外務省、財務省、林野庁、経済産業省 、国土交通省 、

気象庁、海上保安庁、環境省）の 96ページ（97％）が改善措置済み。残る３機

関（経済産業省、中小企業庁、国土交通省）の３ページ（３％）は、今後改善

措置予定又は改善を検討中（２機関については、改善措置済みと改善措置予定

等の双方のページがある。） 

 

 

③ 画像の代替テキスト（注釈５）が未設定又は不適切であるために、

音声読み上げソフトでは画像の内容が理解しにくいもの 26 機関 132

ページ（同９％） 

 

→ 指摘したウェブページ 132ページのうち、22機関（内閣府、宮内庁、国家公

安委員会、警察庁、金融庁、総務省、消防庁、法務省、外務省、財務省、文部

科学省、文化庁、厚生労働省、中央労働委員会、農林水産省、林野庁、経済産

業省、国土交通省、運輸安全委員会、観光庁、海上保安庁、環境省）の 91ペー

ジ（69％）が改善措置済み。残る 11 機関の 41 ページ（31％）は、今後改善措

置予定又は改善を検討中（７機関については、改善措置済みと改善措置予定の

双方のページがある。） 

 

⇒ 指摘したウェブページ 132ページのうち、24機関（内閣府、宮内庁、公正取

引委員会、国家公安委員会、警察庁、金融庁、総務省、消防庁、法務省、外務
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勧告事項 各府省が講じた改善措置状況 

省、財務省、文部科学省、文化庁、厚生労働省、中央労働委員会、農林水産省、

林野庁、経済産業省、特許庁、国土交通省、運輸安全委員会、観光庁、海上保

安庁、環境省）の 107 ページ（81％）が改善措置済み。残る８機関（内閣府、

公正取引委員会、警察庁、厚生労働省、経済産業省、資源エネルギー庁、中小

企業庁、環境省）の 25ページ（19％）は、今後改善措置予定又は改善を検討中

（６機関については、改善措置済みと改善措置予定等の双方のページがある。） 

 

④ リンク画像の代替テキストが未設定又は不適切であるため、音声読

み上げソフトでリンク先の内容が理解しにくいもの 27 機関 127 ペー

ジ（同９％） 

→ 指摘したウェブページ 127ページのうち、22機関（内閣府、公正取引委員会、

国家公安委員会、警察庁、金融庁、総務省、公害等調整委員会、e-Gov、法務省、

外務省、財務省、文化庁、厚生労働省、中央労働委員会、農林水産省、林野庁、

経済産業省、国土交通省、運輸安全委員会、気象庁、海上保安庁、防衛省）の

84ページ（66％）が改善措置済み（別紙改善事例４及び５参照）。残る 13機関

の 43ページ（34％）は、今後改善措置予定又は改善を検討中（８機関について

は、改善措置済みと改善措置予定の双方のページがある。） 

 

⇒ 指摘したウェブページ 127ページのうち、25機関（内閣府、公正取引委員会、

国家公安委員会、警察庁、金融庁、総務省、公害等調整委員会、消防庁、e-Gov、

法務省、外務省、財務省、文化庁、厚生労働省、中央労働委員会、農林水産省、

林野庁、経済産業省、特許庁、国土交通省、運輸安全委員会、気象庁、海上保

安庁、環境省、防衛省）の 96ページ（76％）が改善措置済み。残る７機関（内

閣府、公正取引委員会、警察庁、経済産業省、資源エネルギー庁、中小企業庁、

環境省）の 31ページ（24％）は、今後改善措置予定又は改善を検討中（５機関

については、改善措置済みと改善措置予定等の双方のページがある。） 

 

⑤ 見出しが設定されていないため、音声読み上げソフトで効率的に読

み上げられないもの 29機関 331ページ（同 23％） 

→ 指摘したウェブページ 331ページのうち、26機関（内閣府、宮内庁、国家公

安委員会、警察庁、金融庁、総務省、公害等調整委員会、消防庁、e-Gov、法務
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 省、公安調査庁、外務省、財務省、国税庁、文部科学省、文化庁、厚生労働省、

中央労働委員会、農林水産省、林野庁、経済産業省、特許庁、国土交通省、運

輸安全委員会、気象庁、海上保安庁）の 226ページ（68％）が改善措置済み（別

紙改善事例６参照）。残る 21 機関の 105 ページ（32％）は、今後改善措置予定

又は改善を検討中（18機関については、改善措置済みと改善措置予定の双方の

ページがある。） 

 

⇒ 指摘したウェブページ 331ページのうち、28機関（内閣府、宮内庁、国家公

安委員会、警察庁、金融庁、総務省、公害等調整委員会、消防庁、e-Gov、法務

省、公安調査庁、外務省、財務省、国税庁、文部科学省、文化庁、厚生労働省、

中央労働委員会、農林水産省、林野庁、水産庁、経済産業省、特許庁、中小企

業庁、国土交通省、運輸安全委員会、気象庁、海上保安庁）の 304ページ（92％）

が改善措置済み。残る 13機関（内閣府、警察庁、消防庁、法務省、外務省、国

税庁、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、特許庁、国土交通省、海上保安

庁、環境省）の 28ページ（８％）は、今後改善措置予定又は改善を検討中（12

機関については、改善措置済みと改善措置予定等の双方のページがある。） 

 

⑥ 単語の文字間にスペースが挿入されているため、音声読み上げソフ

トで正しく読み上げられないもの 22 機関 66ページ（同４％） 

 

→ 指摘したウェブページ 66ページのうち、20機関（内閣府、国家公安委員会、

警察庁、金融庁、公害等調整委員会、消防庁、e-Gov、法務省、公安調査庁、財

務省、国税庁、中央労働委員会、農林水産省、経済産業省、特許庁、国土交通

省、運輸安全委員会、観光庁、海上保安庁、防衛省）の 57ページ（86％）が改

善措置済み（別紙改善事例７参照）。残る４機関の９ページ（14％）は、今後改

善措置予定又は改善を検討中（２機関については、改善措置済みと改善措置予

定の双方のページがある。） 

 

⇒ 指摘したウェブページ 66ページのうち、20機関（内閣府、国家公安委員会、
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警察庁、金融庁、公害等調整委員会、消防庁、e-Gov、法務省、公安調査庁、財

務省、国税庁、中央労働委員会、農林水産省、経済産業省、特許庁、国土交通

省、運輸安全委員会、観光庁、海上保安庁、防衛省）の 59ページ（89％）が改

善措置済み。残る３機関（公正取引委員会、国税庁、資源エネルギー庁）の７

ページ（11％）は、今後改善措置予定又は改善を検討中（１機関については、

改善措置済みと改善措置予定等の双方のページがある。） 

 

⑦ 利用しにくい入力欄があるもの 30機関 732ページ（同 50％） 

 

→ 指摘したウェブページ 732ページのうち、22機関（内閣府、宮内庁、公正取

引委員会、国家公安委員会、警察庁、金融庁、総務省、e-Gov、法務省、外務省、

国税庁、文化庁、厚生労働省、農林水産省、林野庁、経済産業省、資源エネル

ギー庁、特許庁、国土交通省、観光庁、気象庁、防衛省）の 375ページ（51％）

が改善措置済み。残る 22機関の 357ページ（49％）は、今後改善措置予定又は

改善を検討中（14機関については、改善措置済みと改善措置予定の双方のペー

ジがある。） 

 

⇒ 指摘したウェブページ 732ページのうち、26機関（内閣府、宮内庁、公正取

引委員会、国家公安委員会、警察庁、金融庁、総務省、e-Gov、法務省、外務省、

財務省、国税庁、文化庁、厚生労働省、農林水産省、林野庁、水産庁、経済産

業省、資源エネルギー庁、特許庁、国土交通省、運輸安全委員会、観光庁、気

象庁、環境省 、防衛省）の 592 ページ（81％）が改善措置済み。残る 14 機関

（公正取引委員会、警察庁、法務省、財務省、国税庁、文部科学省、厚生労働

省、中央労働委員会、経済産業省、資源エネルギー庁、中小企業庁、国土交通

省、海上保安庁、環境省）の 140 ページ（19％）は、今後改善措置予定又は改

善を検討中（10機関については、改善措置済みと改善措置予定等の双方のペー

ジがある。） 
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【注釈】 

１ 電子政府推進計画 

  国民の利便性・サービスの向上、IT（情報技術）を活用した業務改革、電子政府の推進体制の整備・充実を目的として策定 

２ 高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス－第３部：ウェブコンテンツ（JIS X 8341-3:2004） 

主に高齢者、障がいのある人及び一時的な障がいのある人が、情報通信における機器、ソフトウェア及びサービスを利用するときの情報アクセシビリテ

ィを確保し、向上させるために、ウェブコンテンツを企画、計画、開発、制作、保守及び運用するときに配慮すべき事項を定めたもの。平成 16 年（2004

年）６月 20日策定 

３ 必須項目、推奨項目 

  JIS X 8341-3:2004に規定されている要件は、「必須項目」（…しなければならない）と「推奨項目」（…することが望ましい）に分かれている。同規格の

「開発及び制作に関する個別要件」では、必須項目が 18項目、推奨項目が 21項目定められている。 

４ 調査したウェブページ 

  平成 21年８月６日から 21日、10 月 15日から 21日までの間に取得（調査）した、①トップページ、②府省ごとのアクセス件数が多いウェブページ、③

意見・要望・問い合わせ、④「行政情報の電子的提供に関する基本的考え方（指針）」において、各府省のホームページ上に共通カテゴリー（区分）を設

けて提供することとされている情報が掲載されたページ、⑤サイトマップ、検索結果一覧ページの計 1,470 ページ 

５ 代替テキスト 

画像の内容を把握することができない音声読み上げソフト等で画像の代わりに読み上げる文字（テキスト） 
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